
�愛媛県規則第１１号
食品衛生法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則

食品衛生法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（食品等検査手数料）

第３条 条例別表第７ １の項の右欄の規則で定める金額は、別表

のとおりとする。

様式第２号（第５条、第６条関係）

（表）

（食品等検査手数料）

第３条 条例別表第６ １の項の右欄の規則で定める金額は、別表

のとおりとする。

様式第２号（第５条、第６条関係）

（表）

省略 省略

注意１・２ 省略

３ 営業所の所在地の欄は、移動営業（食品衛生法施行

条例（平成１２年愛媛県条例第１６号）別表第５の自動車

による営業及び露店形態による営業をいう。）に係る

新規許可申請の場合にあつては、次の事項を記入して

ください。

�～� 省略

４～６ 省略

注意１・２ 省略

３ 営業所の所在地の欄は、移動営業（食品衛生法施行

条例（平成１２年愛媛県条例第１６号）別表第４の自動車

による営業及び露店形態による営業をいう。）に係る

新規許可申請の場合にあつては、次の事項を記入して

ください。

�～� 省略

４～６ 省略

（裏） 省略 （裏） 省略

附 則

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現にある改正前の食品衛生法施行細則様式第２号の規定による食品営業許可申請書の用紙は、当分の間、これを訂正

して使用することができる。
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�愛媛県規則第１２号
児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１５号（第１１条関係） 指定障害児通所支援事業者（指定障害

児入所施設）指定（更新）申請書

様式第１５号（第１１条関係） 指定障害児通所支援事業者（指定障害

児入所施設）指定（更新）申請書

省略 省略

注 省略

別紙１～別紙３ 省略

別紙４ 放課後等デイサービス事業所の指定に係る審査事項

（その１）

注 省略

別紙１～別紙３ 省略

別紙４ 放課後等デイサービス事業所の指定に係る審査事項

（その１）

省略 省略

従業者の職種及び員数
指 導 員 保 育 士

児童発達支援

管理責任者

機 能 訓 練

担 当 職 員 従業者の職種及び員数
指 導 員 保 育 士

児童発達支援

管理責任者

機 能 訓 練

担 当 職 員

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務

従業者数
常 勤（人）

従業者数
常 勤（人）

非常勤（人） 非常勤（人）

※基準上の必要人数（人） ※基準上の必要人数（人）

※ 適 合 の 可 否

※ 適 合 の 可 否

児童指導員 嘱 託 医 看 護 師

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務

従業者数
常 勤（人）

非常勤（人）

※基準上の必要人数（人）

※ 適 合 の 可 否

省略 省略

利 用 者 の 推 定 数 人
利 用 者 の 推 定 数 人

主たる対象とする障害の種類

省略 省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 主たる対象とする障害を特定する場合にあつては、そ

の理由を記載した書類

� 省略

� 省略

（その２）一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

（その２）一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

省略 省略

従業者の職種及び員数
指 導 員 保 育 士

児童発達支援

管理責任者

機 能 訓 練

担 当 職 員 従業者の職種及び員数
指 導 員 保 育 士

児童発達支援

管理責任者

機 能 訓 練

担 当 職 員

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務

従業者数
常 勤（人）

従業者数
常 勤（人）

非常勤（人） 非常勤（人）
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附 則

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている改正前の児童福祉法施行細則様式第１５号の規定による申請書は、改正後の児童福祉法施行細則様

式第１５号の規定による申請書とみなす。

��������������
�愛媛県規則第１３号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成１８年愛媛県規則第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第２号（第２条、様式第３号関係） 指定障害福祉サービス事

業者（指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者）指定（更

新）申請書

省略

注 省略

別紙１～別紙５ 省略

別紙６

（その１） □ 介護サービス包括型共同生活援助事業者
の指定

□ 外部サービス利用型共同生活援助事業者

に係る審査事項

省略

注１～１０ 省略

１１ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関す

る事項を記載した書類

�・� 省略

（その２） 省略

別紙７

（その１） □ 介護サービス包括型共同生活援助事業者（地域

□ 外部サービス利用型共同生活援助事業者（地域

様式第２号（第２条、様式第３号関係） 指定障害福祉サービス事

業者（指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者）指定（更

新）申請書

省略

注 省略

別紙１～別紙５ 省略

別紙６

（その１） □ 介護サービス包括型共同生活援助事業者
の指定

□ 外部サービス利用型共同生活援助事業者

に係る審査事項

省略

注１～１０ 省略

１１ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る介護給付費 の請求に関す

る事項を記載した書類

�・� 省略

（その２） 省略

別紙７

（その１） □ 介護サービス包括型共同生活援助事業者（地域

□ 外部サービス利用型共同生活援助事業者（地域

※基準上の必要人数（人） ※基準上の必要人数（人）

※ 適 合 の 可 否

※ 適 合 の 可 否

児童指導員 嘱 託 医 看 護 師

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務

従業者数
常 勤（人）

非常勤（人）

※基準上の必要人数（人）

※ 適 合 の 可 否

省略 省略

注 省略

別紙５～別紙８ 省略

注 省略

別紙５～別紙８ 省略

改 正 後 改 正 前
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移行型ホーム）
の指定に係る審査事項

移行型ホーム）

省略

注１～１０ 省略

１１ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関す

る事項を記載した書類

�・� 省略

（その２） 省略

別紙７の２

（その１） □ 介護サービス包括型共同生活援助事業者
の指定

□ 外部サービス利用型共同生活援助事業者

に係る審査事項

省略

注１ この審査事項は、愛媛県指定障害福祉サービスの事業等

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年愛媛県条例第５３号）附則第１５項の規定の適用を受ける

場合に使用すること。

２～１１ 省略

１２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関す

る事項を記載した書類

�・� 省略

（その２） 省略

別紙８～別紙１４ 省略

様式第２号別紙７の２の次に次のように加える。

移行型ホーム）
の指定に係る審査事項

移行型ホーム）

省略

注１～１０ 省略

１１ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る介護給付費 の請求に関す

る事項を記載した書類

�・� 省略

（その２） 省略

別紙７の２

（その１） □ 介護サービス包括型共同生活援助事業者
の指定

□ 外部サービス利用型共同生活援助事業者

に係る審査事項

省略

注１ この審査事項は、愛媛県指定障害福祉サービスの事業等

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年愛媛県条例第５３号）附則第１３項の規定の適用を受ける

場合に使用すること。

２～１１ 省略

１２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る介護給付費 の請求に関す

る事項を記載した書類

�・� 省略

（その２） 省略

別紙８～別紙１４ 省略
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別紙７の３

（その１）□介護サービス包括型共同生活援助事業者（地域移行支援型ホーム）
の指定に係る審査事項

□外部サービス利用型共同生活援助事業者（地域移行支援型ホーム）

愛 媛 県 報平成２７年３月２７日 第２６５８号外２
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（その２）

枚中 枚目
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附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県規則第１４号
愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則等の一部を改正する規則

（愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第１０号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（地域密着型特別養護老人ホームの職員の配置の基準）

第９条 省略

２～５ 省略

６ 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

３４号）第６３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業

所、同省令第１７１条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第３６号）第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事

業所等」という。）が併設される場合においては、当該地域密着

型特別養護老人ホームが条例第４６条第１項から第４項まで及び前

各項に定める職員の配置の基準を満たし、かつ、当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等が介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第７８条の４第１項又は第１１５条の１４第１項の規定に基づき市

町村の条例で定める人員に関する基準を満たしているときは、当

該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

７ 条例第４６条第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、事務

員その他の職員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である

地域密着型特別養護老人ホームにあっては、当該サテライト型居

住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合

は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サ

テライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しな

ければならない。

（地域密着型特別養護老人ホームの職員の配置の基準）

第９条 省略

２～５ 省略

６ 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

３４号）第６３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業

所、同省令第１７１条第１項に規定する指定複合型サービス事業所

又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第３６号）第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事

業所等」という。）が併設される場合においては、当該地域密着

型特別養護老人ホームが条例第４６条第１項から第４項まで及び前

各項に定める職員の配置の基準を満たし、かつ、当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等が介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第７８条の４第１項又は第１１５条の１４第１項の規定に基づき市

町村の条例で定める人員に関する基準を満たしているときは、当

該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

（愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則の一部改正）

第２条 愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第１１号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（指定通所介護の提供に関する記録）

第１８条 条例第１１２条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

�～� 省略

（指定通所介護の提供に関する記録）

第１８条 条例第１１２条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

�～� 省略

愛 媛 県 報平成２７年３月２７日 第２６５８号外２

９



� 条例第１１１条の２第２項 の規定によ

る事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（指定療養通所介護の提供に関する記録）

第２０条 条例第１３０条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

�～� 省略

� 条例第１１１条の２第２項 の規定によ

る事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（基準該当通所介護の事業についての準用）

第２１条 条例第１３５条において準用する条例第１０３条第３項の規則で

定める費用については第１７条の規定を、条例第１３５条において準

用する条例第１１２条第２項の規則で定める記録については第１８条

の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第１７条第２項

中「指定居宅サービス等基準省令第９６条第４項」とあるのは「指

定居宅サービス等基準省令第１０９条において準用する指定居宅サ

ービス等基準省令第９６条第４項」と、第１８条中「条例第１１３条」

とあるのは「条例第１３５条」と、「条例第１１１条の２第２項」とあ

るのは「条例第１３５条において準用する条例第１１１条の２第２項」

と読み替えるものとする。

� 条例第１１３条において準用する条例第４０条第２項の規定によ

る事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（指定療養通所介護の提供に関する記録）

第２０条 条例第１３０条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

�～� 省略

� 条例第１１３条において準用する条例第４０条第２項の規定によ

る事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（基準該当通所介護の事業についての準用）

第２１条 条例第１３５条において準用する条例第１０３条第３項の規則で

定める費用については第１７条の規定を、条例第１３５条において準

用する条例第１１２条第２項の規則で定める記録については第１８条

の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第１７条第２項

中「指定居宅サービス等基準省令第９６条第４項」とあるのは「指

定居宅サービス等基準省令第１０９条において準用する指定居宅サ

ービス等基準省令第９６条第４項」と、第１８条中「条例第１１３条」

とあるのは「条例第１３５条」と、「条例第１１１条の２第２項」とあ

るのは「条例第１３５条において準用する条例第１１１条の２第２項」

と読み替えるものとする。

（愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例施行規則の一部改正）

第３条 愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

目次

第１章 省略

第２章 削除

第３章～第６章 省略

第７章 削除

第８章～第１３章 省略

附則

（内容及び手続の説明の方法）

第３条 条例第５１条の２（条例 第６３条、第７５条、第８５

条、第９４条、第１０８条、第１１６条、第１２４条、第２４８条、第２５３条及

び第２６２条において準用する場合を含む。以下同じ。）、第１３４条

（条例第１７１条及び第１８１条において準用する場合を含む。以下同

じ。）、第２０６条第１項及び第２３０条第１項の規則で定める方法

は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合に情報通信

の技術を利用して提供する方法であって、次に掲げるもの（以下

「電磁的方法」という。）による提供とする。

� 電子情報処理組織（指定介護予防サービス又は基準該当介護

予防サービスの事業を行う者（以下「指定介護予防サービス等

事業者」という。）の使用に係る電子計算機と、利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。）を使用する方法のうち、ア又は

イに掲げるもの

ア 省略

イ 指定介護予防サービス等事業者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録された条例第５１条の２、第１３４

目次

第１章 省略

第２章 介護予防訪問介護（第４条―第７条）

第３章～第６章 省略

第７章 介護予防通所介護（第１７条―第１９条）

第８章～第１３章 省略

附則

（内容及び手続の説明の方法）

第３条 条例第９条（条例第４７条、第５７条、第６３条、第７５条、第８５

条、第９４条、第１０８条、第１１６条、第１２４条、第２４８条、第２５３条及

び第２６２条において準用する場合を含む。以下同じ。）、第１３４条

（条例第１７１条及び第１８１条において準用する場合を含む。以下同

じ。）、第２０６条第１項及び第２３０条第１項の規則で定める方法

は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合に情報通信

の技術を利用する 方法であって、次に掲げるもの（以下

「電磁的方法」という。）による提供とする。

� 電子情報処理組織（指定介護予防サービス又は基準該当介護

予防サービスの事業を行う者（以下「指定介護予防サービス等

事業者」という。）の使用に係る電子計算機と、利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。）を使用する方法のうち、ア又は

イに掲げるもの

ア 省略

イ 指定介護予防サービス等事業者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録された条例第９条 、第１３４

改 正 後 改 正 前
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条、第２０６条第１項又は第２３０条第１項に規定する重要事項

（以下「重要事項」という。）を電気通信回線を通じて利用

申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその

家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重

要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の

承諾又は当該提供を受けない旨の申出をする場合にあって

は、指定介護予防サービス等事業者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルにその旨を記録する方法）

� 省略

２～４ 省略

第２章 削除

第４条から第７条まで 削除

条、第２０６条第１項又は第２３０条第１項に規定する重要事項

（以下「重要事項」という。）を電気通信回線を通じて利用

申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその

家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重

要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の

承諾又は当該提供を受けない旨の申出をする場合にあって

は、指定介護予防サービス等事業者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルにその旨を記録する方法）

� 省略

２～４ 省略

第２章 介護予防訪問介護

（指定介護予防訪問介護事業者が利用者から支払を受けることが

できる費用）

第４条 条例第２１条第３項の規則で定める費用は、利用者の選定に

より通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予

防訪問介護を行う場合に要する交通費とする。

（指定介護予防訪問介護の提供に関する記録）

第５条 条例第３９条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるもの

とする。

� 介護予防訪問介護計画

� 条例第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録

� 条例第２４条の規定による市町村への通知に係る記録

� 条例第３５条第２項の規定による苦情の内容等の記録

� 条例第３７条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して

とった処置についての記録

（同居家族に対して基準該当介護予防訪問介護を提供することが

できる場合）

第６条 条例第４６条第１項ただし書の規則で定める場合は、次の各

号のいずれにも該当する場合とする。

� 介護予防訪問介護の利用者が、離島、山間等のへき地その他

の地域であって、指定介護予防訪問介護のみによっては必要な

介護予防訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町

村が認めるものに住所を有する場合

� 介護予防訪問介護が、指定介護予防支援事業者又は基準該当

介護予防支援の事業を行う者の作成する介護予防サービス計画

に基づいて提供される場合

� 介護予防訪問介護が、条例第４３条第２項のサービス提供責任

者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

� 介護予防訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主

たる内容とする場合

� 介護予防訪問介護を提供する訪問介護員等の当該介護予防訪

問介護に従事する時間の合計が、当該訪問介護員等が介護予防

訪問介護に従事する時間の合計のおおむね２分の１を超えない

場合

（基準該当介護予防訪問介護の事業についての準用）

第７条 条例第４７条において準用する条例第２１条第３項の規則で定

める費用については第４条の規定を、条例第４７条において準用す

る条例第３９条第２項の規則で定める記録については第５条の規定

を、それぞれ準用する。この場合において、第４条中「指定介護

予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問介護」と、第

５条第２号中「条例第２０条第２項」とあるのは「条例第４７条にお

いて準用する条例第２０条第２項」と、同条第３号中「条例第２４
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（指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する記録）

第９条 条例第５６条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるもの

とする。

� 条例第５１条の１３第２項 の規定による

提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 条例第５２条の３ の規定による市町村

への通知に係る記録

� 条例第５５条の８第２項 の規定による

苦情の内容等の記録

� 条例第５５条の１０第２項 の規定による

事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（基準該当介護予防訪問入浴介護の事業についての準用）

第１０条 条例第６３条において準用する条例第５２条第３項の規則で定

める費用については第８条の規定を、条例第６３条において準用す

る条例第５６条第２項の規則で定める記録については前条の規定

を、それぞれ準用する。この場合において、第８条第１号中「指

定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入

浴介護」と、前条第１号中「条例第５１条の１３第２項」とあるのは

「条例第６３条において準用する条例第５１条の１３第２項」と、同条

第２号中「条例第５２条の３」とあるのは「条例第６３条において準

用する条例第５２条の３」と、同条第３号中「条例第５５条の８第２

項」とあるのは「条例第６３条において準用する条例第５５条の８第

２項」と、同条第４号中「条例第５５条の１０第２項」とあるのは

「条例第６３条において準用する条例第５５条の１０第２項」と読み替

えるものとする。

（指定介護予防訪問看護の提供に関する記録）

第１２条 条例第７４条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるもの

とする。

�～� 省略

� 条例第７５条において準用する条例第５１条の１３第２項の規定に

よる提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 条例第７５条において準用する条例第５２条の３の規定による市

町村への通知に係る記録

� 条例第７５条において準用する条例第５５条の８第２項の規定に

よる苦情の内容等の記録

� 条例第７５条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定に

よる事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する記録）

第１４条 条例第８４条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるもの

とする。

� 省略

� 条例第８５条において準用する条例第５１条の１３第２項の規定に

よる提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 条例第８５条において準用する条例第５２条の３の規定による市

町村への通知に係る記録

� 条例第８５条において準用する条例第５５条の８第２項の規定に

よる苦情の内容等の記録

� 条例第８５条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定に

条」とあるのは「条例第４７条において準用する条例第２４条」と、

同条第４号中「条例第３５条第２項」とあるのは「条例第４７条にお

いて準用する条例第３５条第２項」と、同条第５号中「条例第３７条

第２項」とあるのは「条例第４７条において準用する条例第３７条第

２項」と読み替えるものとする。

（指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する記録）

第９条 条例第５６条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるもの

とする。

� 条例第５７条において準用する条例第２０条第２項の規定による

提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 条例第５７条において準用する条例第２４条の規定による市町村

への通知に係る記録

� 条例第５７条において準用する条例第３５条第２項の規定による

苦情の内容等の記録

� 条例第５７条において準用する条例第３７条第２項の規定による

事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（基準該当介護予防訪問入浴介護の事業についての準用）

第１０条 条例第６３条において準用する条例第５２条第３項の規則で定

める費用については第８条の規定を、条例第６３条において準用す

る条例第５６条第２項の規則で定める記録については前条の規定

を、それぞれ準用する。この場合において、第８条第１号中「指

定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入

浴介護」と、前条中「条例第５７条」とあるのは「条例第６３条

」と読み替

えるものとする。

（指定介護予防訪問看護の提供に関する記録）

第１２条 条例第７４条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるもの

とする。

�～� 省略

� 条例第７５条において準用する条例第２０条第２項 の規定に

よる提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 条例第７５条において準用する条例第２４条 の規定による市

町村への通知に係る記録

� 条例第７５条において準用する条例第３５条第２項 の規定に

よる苦情の内容等の記録

� 条例第７５条において準用する条例第３７条第２項 の規定に

よる事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する記録）

第１４条 条例第８４条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるもの

とする。

� 省略

� 条例第８５条において準用する条例第２０条第２項 の規定に

よる提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 条例第８５条において準用する条例第２４条 の規定による市

町村への通知に係る記録

� 条例第８５条において準用する条例第３５条第２項 の規定に

よる苦情の内容等の記録

� 条例第８５条において準用する条例第３７条第２項 の規定に
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よる事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する記録）

第１６条 条例第９３条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるもの

とする。

� 条例第９４条において準用する条例第５１条の１３第２項の規定に

よる提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 条例第９４条において準用する条例第５２条の３の規定による市

町村への通知に係る記録

� 条例第９４条において準用する条例第５５条の８第２項の規定に

よる苦情の内容等の記録

� 条例第９４条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定に

よる事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

第７章 削除

第１７条から第１９条まで 削除

第８章 介護予防通所リハビリテーション

（指定介護予防通所リハビリテーション事業者が利用者から支払

を受けることができる費用）

よる事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する記録）

第１６条 条例第９３条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるもの

とする。

� 条例第９４条において準用する条例第２０条第２項 の規定に

よる提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 条例第９４条において準用する条例第２４条 の規定による市

町村への通知に係る記録

� 条例第９４条において準用する条例第３５条第２項 の規定に

よる苦情の内容等の記録

� 条例第９４条において準用する条例第３７条第２項 の規定に

よる事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

第７章 介護予防通所介護

（指定介護予防通所介護事業者が利用者から支払を受けることが

できる費用）

第１７条 条例第１０１条第３項の規則で定める費用は、次に掲げるも

のとする。

� 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住

する利用者に対して行う送迎に要する費用

� 食事の提供に要する費用

� おむつ代

� 前３号に掲げるもののほか、指定介護予防通所介護において

提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるも

のに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と

認められるもの

２ 前項第２号の費用については、指定介護予防サービス等基準省

令第１００条第４項の別に厚生労働大臣が定めるところによるもの

とする。

（指定介護予防通所介護の提供に関する記録）

第１８条 条例第１０７条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

� 介護予防通所介護計画

� 条例第１０８条において準用する条例第２０条第２項の規定によ

る提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 条例第１０８条において準用する条例第２４条の規定による市町

村への通知に係る記録

� 条例第１０８条において準用する条例第３５条第２項の規定によ

る苦情の内容等の記録

� 条例第１０８条において準用する条例第３７条第２項の規定によ

る事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（基準該当介護予防通所介護の事業についての準用）

第１９条 条例第１１６条において準用する条例第１０１条第３項の規則で

定める費用については第１７条の規定を、条例第１１６条において準

用する条例第１０７条第２項の規則で定める記録については前条の

規定を、それぞれ準用する。この場合において、第１７条第２項中

「指定介護予防サービス等基準省令第１００条第４項」とあるのは

「指定介護予防サービス等基準省令第１１５条において準用する指

定介護予防サービス等基準省令第１００条第４項」と、前条中「条

例第１０８条」とあるのは「条例第１１６条」と読み替えるものとす

る。

第８章 介護予防通所リハビリテーション
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第２０条 条例第１１９条の２第３項の規則で定める費用は、次に掲げ

るものとする。

� 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住

する利用者に対して行う送迎に要する費用

� 食事の提供に要する費用

� おむつ代

� 前３号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテー

ションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通

常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させ

ることが適当と認められるもの

２ 前項第２号の費用については、指定介護予防サービス等基準省

令第１１８条の２第４項の別に厚生労働大臣が定めるところによる

ものとする。

（指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する記録）

第２１条 条例第１２３条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

� 省略

� 条例第１２４条において準用する条例第５１条の１３第２項の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 条例第１２４条において準用する条例第５２条の３の規定による

市町村への通知に係る記録

� 条例第１２４条において準用する条例第５５条の８第２項の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第１２４条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する記録）

第２４条 条例第１４２条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

� 省略

� 条例第１４３条において準用する条例第５１条の１３第２項の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 省略

� 条例第１４３条において準用する条例第５２条の３の規定による

市町村への通知に係る記録

� 条例第１４３条において準用する条例第５５条の８第２項の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第１４３条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する記録）

第３０条 条例第１８０条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

� 省略

� 条例第１８１条において準用する条例第５１条の１３第２項の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 省略

（指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する記録）

第２０条 条例第１２３条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

� 省略

� 条例第１２４条において準用する条例第２０条第２項 の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 条例第１２４条において準用する条例第２４条 の規定による

市町村への通知に係る記録

� 条例第１２４条において準用する条例第３５条第２項 の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第１２４条において準用する条例第３７条第２項 の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（指定介護予防通所リハビリテーション事業者が利用者から支払

を受けることができる費用）

第２１条 条例第１２４条において準用する条例第１０１条第３項の規則で

定める費用については、第１７条の規定を準用する。この場合にお

いて、同条第２項中「指定介護予防サービス等基準省令第１００条

第４項」とあるのは、「指定介護予防サービス等基準省令第１２３

条において準用する指定介護予防サービス等基準省令第１００条第

４項」と読み替えるものとする。

（指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する記録）

第２４条 条例第１４２条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

� 省略

� 条例第１４３条において準用する条例第２０条第２項 の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 省略

� 条例第１４３条において準用する条例第２４条 の規定による

市町村への通知に係る記録

� 条例第１４３条において準用する条例第３５条第２項 の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第１４３条において準用する条例第３７条第２項 の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する記録）

第３０条 条例第１８０条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

� 省略

� 条例第１８１条において準用する条例第２０条第２項 の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 省略
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� 条例第１８１条において準用する条例第５２条の３の規定による

市町村への通知に係る記録

� 条例第１８１条において準用する条例第５５条の８第２項の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第１８１条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する記録）

第３５条 条例第２１６条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 条例第２１７条において準用する条例第５２条の３の規定による

市町村への通知に係る記録

� 条例第２１７条において準用する条例第５５条の８第２項の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第２１７条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提

供に関する記録）

第３６条 条例第２３３条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

�～� 省略

� 条例第２１７条において準用する条例第５２条の３の規定による

市町村への通知に係る記録

� 条例第２１７条において準用する条例第５５条の８第２項の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第２１７条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

� 省略

� 省略

	 省略

（指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する記録）

第３８条 条例第２４７条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

� 条例第２４８条において準用する条例第５１条の１３第２項の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 省略

� 条例第２４８条において準用する条例第５２条の３の規定による

市町村への通知に係る記録

� 条例第２４８条において準用する条例第５５条の８第２項の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第２４８条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

� 省略

（指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する記録）

第４１条 条例第２６１条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

� 省略

� 条例第２６２条において準用する条例第５２条の３の規定による

� 条例第１８１条において準用する条例第２４条 の規定による

市町村への通知に係る記録

� 条例第１８１条において準用する条例第３５条第２項 の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第１８１条において準用する条例第３７条第２項 の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する記録）

第３５条 条例第２１６条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

� 省略

� 条例第２０８条第２項の利用者の同意等に係る書類

� 省略

� 省略

� 省略

� 条例第２１７条において準用する条例第２４条 の規定による

市町村への通知に係る記録

� 条例第２１７条において準用する条例第３５条第２項 の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第２１７条において準用する条例第３７条第２項 の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

（外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提

供に関する記録）

第３６条 条例第２３３条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

�～� 省略

� 条例第２１７条において準用する条例第２４条 の規定による

市町村への通知に係る記録

� 条例第２１７条において準用する条例第３５条第２項 の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第２１７条において準用する条例第３７条第２項 の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

� 条例第２０８条第２項の利用者の同意等に係る書類

� 省略

	 省略


 省略

（指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する記録）

第３８条 条例第２４７条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

� 条例第２４８条において準用する条例第２０条第２項 の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 省略

� 条例第２４８条において準用する条例第２４条 の規定による

市町村への通知に係る記録

� 条例第２４８条において準用する条例第３５条第２項 の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第２４８条において準用する条例第３７条第２項 の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

� 省略

（指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する記録）

第４１条 条例第２６１条第２項の規則で定める記録は、次に掲げるも

のとする。

� 省略

� 条例第２６２条において準用する条例第２４条 の規定による
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市町村への通知に係る記録

� 条例第２６２条において準用する条例第５５条の８第２項の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第２６２条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

� 省略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

（介護予防訪問介護に関する経過措置）

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」と

いう。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に

掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護

予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は介護保険法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護

予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、第３条の規定

による改正前の愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則（以下「旧介護予防サービス等基準条例施行規則」という。）第３条第１項及び第

２章の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧介護予防サービス等基準条例施行規則第３条第１項中「条例第９条（条例

第４７条、第５７条、第６３条、第７５条、第８５条、第９４条、第１０８条、第１１６条、第１２４条、第２４８条、第２５３条及び第２６２条において準用する場合

を含む。以下同じ。）、第１３４条（条例第１７１条及び第１８１条において準用する場合を含む。以下同じ。）、第２０６条第１項及び第２３０条第１

項」とあるのは「愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例（平成２７

年愛媛県条例第１８号）附則第４項に規定する附則第３項改正後旧介護予防サービス等基準条例（以下「附則第３項改正後旧介護予防サー

ビス等基準条例」という。）第９条（附則第３項改正後旧介護予防サービス等基準条例第４７条において準用する場合を含む。以下同

じ。）」と、同項第１号イ中「条例第９条、第１３４条、第２０６条第１項又は第２３０条第１項」とあるのは「附則第３項改正後旧介護予防サー

ビス等基準条例第９条」と、旧介護予防サービス等基準条例施行規則第２章の規定中「条例」とあるのは「附則第３項改正後旧介護予防

サービス等基準条例」と読み替えるものとする。

（介護予防通所介護に関する経過措置）

３ 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第５４

条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当

するサービスについては、旧介護予防サービス等基準条例施行規則第３条第１項及び第７章の規定は、なおその効力を有する。この場合

において、旧介護予防サービス等基準条例施行規則第３条第１項中「条例第９条（条例第４７条、第５７条、第６３条、第７５条、第８５条、第９４

条、第１０８条、第１１６条、第１２４条、第２４８条、第２５３条及び第２６２条において準用する場合を含む。以下同じ。）、第１３４条（条例第１７１条及

び第１８１条において準用する場合を含む。以下同じ。）、第２０６条第１項及び第２３０条第１項」とあるのは「愛媛県指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例（平成２７年愛媛県条例第１８号）附則第８項に規定する附則

第７項改正後旧介護予防サービス等基準条例（以下「附則第７項改正後旧介護予防サービス等基準条例」という。）第１０８条及び第１１６条

において準用する附則第７項改正後旧介護予防サービス等基準条例第９条」と、同項第１号イ中「条例第９条、第１３４条、第２０６条第１項

又は第２３０条第１項」とあるのは「附則第７項改正後旧介護予防サービス等基準条例第１０８条及び第１１６条において準用する附則第７項改正

後旧介護予防サービス等基準条例第９条」と、旧介護予防サービス等基準条例施行規則第１７条第１項中「条例」とあるのは「附則第７項

改正後旧介護予防サービス等基準条例」と、同条第２項中「指定介護予防サービス等基準省令」とあるのは「介護保険法施行規則等の一

部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号）附則第４条第３号の規定によりなおその効力を有するものとされた同省令第５条の規

定による改正前の指定介護予防サービス等基準省令（以下「旧指定介護予防サービス等基準省令」という。）」と、旧介護予防サービス

等基準条例施行規則第１８条（第５号を除く。）中「条例」とあるのは「附則第７項改正後旧介護予防サービス等基準条例」と、同条第５

号中「条例第１０８条において準用する条例第３７条第２項」とあるのは「附則第７項改正後旧介護予防サービス等基準条例第１０６条の２第２

項」と、旧介護予防サービス等基準条例施行規則第１９条中「条例」とあるのは「附則第７項改正後旧介護予防サービス等基準条例」と、

「指定介護予防サービス等基準省令」とあるのは「旧指定介護予防サービス等基準省令」と読み替えるものとする。

市町村への通知に係る記録

� 条例第２６２条において準用する条例第３５条第２項 の規定

による苦情の内容等の記録

� 条例第２６２条において準用する条例第３７条第２項 の規定

による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

� 省略
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�愛媛県規則第１５号
愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則（昭和３０年愛媛県規則第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

区分 種別 細 別 単位 金額 備考 区分 種別 細 別 単位 金額 備考

技術

開発

関係

機械

金属

用機

器

１～３１ 省略 技術

開発

関係

機械

金属

用機

器

１～３１ 省略

３２ デジタル変角光沢計 １時間 ４３０円

３２ 省略 ３３ 省略

３３ 省略 ３４ 省略

３４ 省略 ３５ 省略

３５ 省略 ３６ 省略

３６ 省略 ３７ 省略

３７ 省略 ３８ 省略

３８ 省略 ３９ 省略

３９ 省略 ４０ 省略

４０ 省略 ４１ 省略

４１ 省略 ４２ 省略

４２ 省略 ４３ 省略

４３ 省略 ４４ 省略

４４ 省略 ４５ 省略

４５ 省略 ４６ 省略

４６ 省略 ４７ 省略

４７ ＮＣフライス盤 １時間 １，０８０円

４８ 万能衝撃試験機 １時間 ５４０円

電子

用機

器

１～３５ 省略 電子

用機

器

１～３５ 省略

３６ ３Ｄプリンター １時間 ８６０円

３７ 抵抗率計 １時間 ４３０円

化学

用機

器

１～１７ 省略 化学

用機

器

１～１７ 省略

１８ ホットプレス １時間 １，２９０円

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 省略 ２１ 省略

２１ 省略 ２２ 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略

２５ 省略 ２６ 省略

愛 媛 県 報平成２７年３月２７日 第２６５８号外２

１７



２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

２８ 省略 ２９ 省略

２９ 省略 ３０ 省略

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３２ 省略 ３３ 省略

３３ 省略 ３４ 省略

３４ 省略 ３５ 省略

３５ 省略 ３６ 省略

３６ 省略 ３７ 省略

３７ 省略 ３８ 省略

３８ 省略 ３９ 省略

食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１～６５ 省略 食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１～６５ 省略

６６ 窒素分析装置 １時間 ５４０円

６７ 日本酒分析システム １時間 ４３０円

６８ 穀類膨化成形機 １時間 ４３０円

窯業

関係

省略 窯業

関係

省略

窯業

用機

器

１～１４ 省略 窯業

用機

器

１～１４ 省略

１５ Ｘ線分析装置 １時間 １，９４０円

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 省略 ２１ 省略

２１ 省略 ２２ 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略

２５ 省略 ２６ 省略

２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

２８ 省略 ２９ 省略

２９ 省略 ３０ 省略

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３２ 省略 ３３ 省略

３３ 省略 ３４ 省略

３４ 省略 ３５ 省略

３５ 省略 ３６ 省略

３６ 省略 ３７ 省略

３７ 省略 ３８ 省略

繊維

産業

関係

染織

用機

器

１～９ 省略 繊維

産業

関係

染織

用機

器

１～９ 省略

１０ 染色乾燥仕上加工機 １時間 ８６０円

１０ 省略 １１ 省略
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１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 省略 ２１ 省略

２１ 省略 ２２ 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略

２５ マイクロスコープ １時間 ４３０円

２６ 紫外可視分光光度計 １時間 ４３０円

２７ 卓上走査型電子顕微

鏡

１時間 ５４０円

２８ ＬＣ－ＭＳシステム １時間 １，８３０円

２９ 精密迅速熱物性測定

装置

１時間 ４３０円

３０ 帯電電荷量測定装置 １時間 ４３０円

３１ 毛羽カウンター １時間 ４３０円

３２ 環境試験室 １時間 ７５０円

紙産

業関

係

省略 紙産

業関

係

省略

製紙

用機

器

１～３ 省略 製紙

用機

器

１～３ 省略

４ 抄紙機 １時間 １２，５２０円 ４ 抄紙機 １時間 １２，７４０円

５～９ 省略 ５～９ 省略

１０ サイズプレス装置 １時間 ２，７００円

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 省略 ２１ 省略

２１ 省略 ２２ 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略
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附 則

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則本則使用料の表の規定は、この規則の施行の日以後に徴収する使用料

について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

��������������
�愛媛県規則第１６号
愛媛県家畜種付手数料規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県家畜種付手数料規則の一部を改正する規則

愛媛県家畜種付手数料規則（昭和３１年愛媛県規則第４５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県家畜種付等手数料規則

愛媛県家畜種付等手数料条例（昭和３３年愛媛県条例第１８号）第３

条の規定に基づく知事が定める手数料の額は、別表のとおりとす

る。

別表

愛媛県家畜種付手数料規則

愛媛県家畜種付手数料条例（昭和３１年愛媛県条例第３８号） 第３

条の規定に基く 知事が定める手数料の額は別表 のとおりとす

る。

別表

畜種 精 液 料 注 入 料 自然交配料 受精卵移植料 畜種 精 液 料 注 入 料 自然種付料

乳牛 ― １回に

つき

１，５２０

円

― １回に

つき

９，４１０

円

乳牛 ― １回に

つき

１，５２０

円

―

和牛 ― １回に

つき

１，５２０

円

― １回に

つき

９，４１０

円

和牛 ― １回に

つき

１，５２０

円

―

馬 ― １回に

つき

１，５２０

円

― ― 馬 ― １回に

つき

１，５２０

円

―

豚 １回に

つき

１，０４０

円

１回に

つき

１，５２０

円

１，３２０円 ― 豚 １回に

つき

１，０４０

円

１回に

つき

１，５２０

円

１，３２０円

めん

羊

― １回に

つき

１，５２０

円

― ― めん

羊

― １回に

つき

１，５２０

円

―

山羊 ― １回に

つき

１，５２０

円

― ― 山羊 ― １回に

つき

１，５２０

円

―

紙加

工用

機器

１～１３ 省略 紙加

工用

機器

１～１３ 省略

１４ サンプルローラーカ

ード機

１時間 ５４０円

省略 省略

化学

試験

用機

器

１～１０ 省略 化学

試験

用機

器

１～１０ 省略

１１ 低真空走査型電子顕

微鏡

１時間 ６４０円 １１ 低真空走査型電子顕

微鏡

１時間 １，７２０円

１２～３７ 省略 １２～３７ 省略

３８ ガスクロマトグラフ

飛行時間型質量分析装

置

１時間 ６４０円

省略 省略

注 省略

手 数 料 省略

注 省略

手 数 料 省略
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附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第２号
教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則を次のように定める。

平成２７年３月２７日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

第１条 教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５２号）第２条第３号により、その職務に

専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。

� 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

� 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

� 前各号に規定する場合のほか、教育委員会が必要と認める場合

附 則

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により在職する教育

長の職務に専念する義務の免除については、なお従前の例による。

�愛媛県人事委員会規則７－１１５９
教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年３月２７日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６２）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（教員特殊業務手当）

第５条 条例第６条の３第１項に定める手当の額は、業務に従事し

た日１日につき、次の各号に掲げる額とする。

� 条例第６条の２第１号アに規定する業務の場合は、８，０００円

� 条例第６条の２第１号イ及びウに規定する業務の場合は、

７，５００円

� 条例第６条の２第２号に規定する業務の場合は、４，２５０円

� 条例第６条の２第３号に規定する業務の場合は、４，２５０円

� 条例第６条の２第４号に規定する業務の場合は、３，０００円

� 条例第６条の２第５号に規定する業務の場合は、１，１２５円

２ 条例第６条の３第２項の人事委員会が定める額は、８，０００円と

する。

（教員特殊業務手当）

第５条 条例第６条の３第１項に定める手当の額は、業務に従事し

た日１日につき、次の各号に掲げる額とする。

� 条例第６条の２第１号アに規定する業務の場合は、６，４００円

� 条例第６条の２第１号イ及びウに規定する業務の場合は、

６，０００円

� 条例第６条の２第２号に規定する業務の場合は、３，４００円

� 条例第６条の２第３号に規定する業務の場合は、３，４００円

� 条例第６条の２第４号に規定する業務の場合は、２，４００円

� 条例第６条の２第５号に規定する業務の場合は、９００円

２ 条例第６条の３第２項の人事委員会が定める額は、６，４００円と

する。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

教育委員会規則

人事委員会規則

平成２７年３月２７日 発行
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